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本
資
料
は
、
昭
和
二
十
年
代
に
障
壁
画
の
剥
落
止
め
作
業
に
従
事
し
た
二
条
城
職
員
の
大

島
新
太
郎
に
よ
る
昭
和
二
十
四
年
度
の
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
修
理
に
関
す
る
報
告
書
で
あ

る
。こ
の
報
告
書
の
原
本
は
、「
障
壁
画
及
び
二
条
城
に
つ
い
て
」と
背
表
紙
に
か
か
れ
た
フ
ァ

イ
ル
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
別
に
複
写
版
も
残
さ
れ
て
い
た
。
原
本
に
も
複
写
版
に
も
、

二
条
城
事
務
所
内
で
供
覧
等
を
行
っ
た
よ
う
な
形
跡
は
な
く
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
目
的
で

作
成
さ
れ
た
報
告
書
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
本
資
料
は
、
昭
和
二
十
年
代
に
、

障
壁
画
の
顔
料
（
絵
具
）
の
剥
落
止
め
の
施
工
を
す
る
専
属
の
職
員
が
二
条
城
に
置
か
れ
て

い
た
こ
と
、
及
び
昭
和
二
十
四
年
度
の
障
壁
画
修
理
に
お
け
る
合
成
樹
脂
を
用
い
た
剥
落
止

め
の
施
工
の
状
況
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し

た
。
障
壁
画
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
顔
料
は
、
鉱
物
を
原
料
と
す
る
岩
絵
具
、
貝
殻
を

原
料
と
す
る
胡
粉
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
材
料
か
ら
精
製
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

膠
で
本
紙
（
画
面
）
に
定
着
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
経
年
劣
化
等
に
よ
り
、
顔
料
が
本
紙

か
ら
剥
離
し
、
遂
に
は
剥
落
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
剥
離
し
て
い
る
顔

料
に
接
着
剤
を
施
し
て
画
面
に
再
度
定
着
さ
せ
る
の
が
剥
落
止
め
の
施
工
で
あ
る
。
剥
落
止

め
に
は
、
顔
料
の
定
着
剤
で
あ
る
膠
や
小
麦
粉
の
澱
粉
か
ら
作
ら
れ
る
糊
が
伝
統
的
に
使
用

さ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
二
十
年
代
に
は
、
桃
山
か
ら
江
戸
時
代
に
制
作
さ
れ
た
主
要
な
障
壁

画
の
顔
料
の
剥
落
止
め
に
合
成
樹
脂
が
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
報
告
書
は
そ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
、
こ
の
報
告
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
障
壁
画
に
対
す
る
合
成
樹
脂
の
使
用

に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
参
照
す
る
と
と
も
に
、
報
告
書
作
成
者
や
そ
の
前
任
者
に
つ
い
て

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
が
障
壁
画
に
対
す
る
合
成
樹
脂
使
用
拡
大
の
契
機

と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
解
説
で
紹
介
す
る
。

【
資
料
】
昭
和
二
十
四
年
度　

業
務
報
告
及
び
二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
剥
落
の
程
度

と
絵
具
剥
落
止
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
施
行
ニ
付
て　
　
　
　
　
　
　
　

大
島
新
太
郎

業
務
報
告

現
在
急
を
要
す
る
絵
之
具
剥
落
防
止
箇
所
は
一
応
出
来
た
が
、
下
記
の
よ
う
な
理
由
で
、
全

面
に
渡
り
薬
品
の
注
入
が
施
行
し
て
い
な
い
為
、
注
射
を
打
切
る
事
は
出
来
な
い
。

是
迄
、
薬
品
注
射
施
行
に
付
い
て
は
、
顧
問
入
江
波
光
氏
の
指
導
を
受
け
て
い
た
が
、
入
江

氏
死
去
後
、
自
分
の
考
え
で
施
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
金
島
桂
華
氏
（
当
時
当
城
顧
問
）

の
意
見
も
伺
っ
て
置
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
、
同
氏
宅
を
訪
問
し
、
私
の
所
見
を
申
し
上
げ
、

同
氏
の
古
画
保
存
上
の
御
意
見
を
伺
っ
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
際
、
「
薬
品
は
掛
け
な
い
方

が
よ
く
、
浮
上
り
て
危
険
な
箇
所
は
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ど
ん
な
に
工
風夫

し
て
も
全
面

に
薬
品
を
掛
け
る
と
古
画
の
持
味
が
う
し
な
わ
れ
、
よ
く
な
い
」
と
の
事
で
あ
っ
た
の
で
、

其
の
旨指

示
に
し
た
が
っ
て
、
絵
之
具
浮
上
り
て
危
険
な
箇
所
、
及
び
危
険
に
な
る
と
思
は
れ

る
箇
所
の
み
薬
品
の
注
入
を
行
い
、
全
面
に
行
渡
っ
て
い
な
い
た
め
、
浮
上
っ
て
来
る
箇
所

も
出
来
て
く
る
。

亦
、
室
が
暗
い
為
、
薬
品
注
射
施
行
上
、
不
便
な
為
、
業
の
行
と
ヾ
い
て
い
な
い
箇
所
も
あ

【
資
料
紹
介
】
昭
和
二
十
四
年
度
の
障
壁
画
修
理
報
告
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

 
 
 
 
 
 
 
 

松
本 

直
子



251

【資料紹介】昭和二十四年の障壁画修理報告について（松本）

り
、
完
全
で
な
い
。
以
上
の
為
、
一
日
一
回
以
上
、
御
殿
全
部
を
見
廻
り
、
危
険
と
思
は
れ

る
箇
所
発
見
次
第
、
薬
品
の
注
射
を
行
っ
て
来
た
。

ア
ク
リ
ル
樹
脂
創
造
者
桜
井
博
士
の
説
で
は
、
憤噴

霧
器
等
に
て
画
面
全
部
に
薬
を
掛
け
て
止

め
た
方
が
よ
い
と
の
意
見
で
あ
っ
た
の
で
、
其
の
実
施
の
為
、
昨
年
度
、
薬
品
を
三
十
本
分

大
量
に
購
入
し
た
の
で
あ
る
が
、
注
射
の
み
に
留
め
た
る
為
、
薬
品
の
使
用
量
少
な
く
、
現

在
も
未
だ
其
の
分
を
使
用
し
て
い
る
。

尚
、
別
に
記
載
し
て
あ
る
如
き
事
状情

の
為
、
亀
裂
甚
だ
し
く
、
疎
開
等
の
為
、
破
損
箇
所

百
二
十
ヶ
所
を
数
へ
た
の
で
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
二
十
二
日
よ
り
同
年
六
月
二
十
日
に
於

て
、
五
十
二
萬
二
仟
円
の
経
費
を
以
て
表
具
師
岡
墨
光
堂
に
修
理
さ
せ
た
。
其
際
は
監
督
を

嚴
々
し
、
剥
落
防
止
に
も
充
分
注
意
し
た
の
で
画
面
を
少
し
も
損
じ
る
事
な
く
現
在
見
る
如

く
、
修
理
箇
所
も
判
別
し
が
た
き
迄
に
出
来
上
っ
た
。

注
射
施
行
後
の
御
殿
各
室
の
状
況
に
付
い
て
は
、
別
に
詳
細
記
載
し
て
あ
る
の
で
、
報
告
を

省
略
す
る
。

尚
、
別
記
の
内
、
浮
上
っ
て
ゐ
た
いと

書
い
て
あ
る
分
は
、
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
は
全
部
施
行

し
た
の
で
あ
る
。

二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
絵
之
具
剥
落
の
程
度
及

絵
之
具
剥
落
止
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
施
行
に
付
て

二
条
城
二
之
丸
御
殿
内
の
障
壁
画
は
、
金
箔
地
の
上
に
絵
之
具
を
盛
り
上
げ
て
絵描

か
れ
て
あ

る
。
数
百
年
の
時
代
を
過
ぎ
て
い
る
の
で
、
湿
気
乾
気
等
の
為
に
、
盛
り
あ
げ
し
て
い
る
絵

之
具
は
細
か
く
ひ
び
割
を
な
し
て
浮
あ
が
り
、
胡
粉
等
使
用
の
部
分
は
全
面
に
浮
あ
が
り
て
、

其
の
一
少
部
分
が
僅
に
紙
に
付
着
し
て
い
る
斗
り
で
、
風
が
あ
た
っ
て
も
、
少
し
の
振
動
に

も
直
ち
に
ば
ら
ば
ら
剥
落
す
る
の
で
、
此
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
な
い
情状

態
に
あ
っ
た
の

で
、
数
年
前
よ
り
ア
ク
リ
ル
樹
脂
液
を
（
東
大
工
学
部
桜
井
博
士
創
造
）
、
絵
之
具
に
注
射
し
、

紙
面
に
付
着
さ
せ
て
、
剥
落
を
極
力
防
止
し
て
い
る
。

前
記
の
よ
う
な
情状

態
な
為
、
紙
質
も
弱
り
、
湿
気
乾
気
等
の
為
、
自
然
に
紙
に
亀
裂
を
生
じ

る
。
少
し
も
異
状
の
無
い
画
面
が
音
を
立
て
ヽ
、
自
然
に
数
尺
も
一
度
に
裂
け
る
こ
と
も
あ

る
。
亀
裂
す
る
の
は
余
程
以
前
か
ら
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
此
の
為
と
思
は
れ
る
表
具
の
修
理

が
度
々
行
は
れ
て
い
る
。
今
年
度
、
五
十
二
万
二
仟
円
の
経
費
を
持
っ
て
表
具
の
修
理
を
施

行
し
た
の
も
其
の
為
で
あ
る
が
、
其
際
、
画
面
を
剥
し
た
下
張
の
間
か
ら
盛
上
し
て
絵
か
れ

て
い
る
絵
之
具
の
割
が
多
数
出
て
来
た
。
以
前
に
は
絵
之
具
を
付
着
さ
す
に
充
分
な
法方

法方
が

無
か
っ
た
の
で
、
剥
落
す
る
ま
ヽ
に
表
具
修
理
を
施
行
し
た
と
思
は
れ
る
。
其
の
都
度
に
画

面
か
ら
絵
具
が
落
ち
た
ら
し
く
、
現
在
剥
落
し
て
ゐ
る
情状

態
も
是
等
が
一
つ
の
大
き
な
原
因

ら
し
い
。

今
年
度
の
修
理
施
行
に
際
し
て
は
、
先
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂
がを

注
射
し
て
浮
上
り
を
止
め
て

あ
っ
た
の
で
、
前
記
の
様
な
う
れ
い
を
大
変
少
な
く
し
た
が
、
尚
、
業
の
行
と
ど
い
て
い
な

い
箇
所
も
あ
る
の
で
、
修
理
中
に
も
度
々
薬
品
を
注
射
し
て
仕
上
げ
た
る
為
、
絵
之
具
を
少

し
も
落
さ
ず
、
画
面
に
何
等
の
損
傷
な
く
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
す
で
に
剥
落
し
て
し
ま
っ
た
部
分
は
甚
し
く
多
く
、
其
の
為
見
に
く
ヽ
な
っ
た
所

を
、
昔
補
筆
を
施
し
た
と
思
は
れ
る
部
分
も
有
る
。

是
等
と
現
在
ア
ク
リ
ル
樹
脂
止
を
施
行
し
た
程
度
を
合
せ
て
、
其
の
情状

態
を
各
室
毎
に
記
載

す
る
。

※
注

絵
之
具
の
浮
上
り
情状

態
は
、
使
用
の
絵
之
具
に
よ
っ
て
色
々
変
化
が
あ
る
。

岩
絵
之
具
を
（
緑
青
郡群

青
）
等
を
使
用
し
て
い
る
部
分
は
、
た
い
て
い
画
面
が
少
さ
く
亀
裂

し
て
、
其
の
一
片
が
一
つ
づ
ヽ
反
り
上
っ
て
い
る
。
是
等
は
何
人
が
見
て
も
す
ぐ
発
見
で
き

る
。

具
を
（
胡
粉
等
）
を
、や
ヽ
薄
手
に
使
用
し
て
い
る
部
分
は
、
外
見
は
ほ
と
ん
ど
分
ら
な
い
が
、

此
の
部
分
が
一
番
甚
だ
し
く
浮
上
っ
て
い
る
。
此
の
部
分
は
、
亀
裂
は
小
さ
く
な
く
、
絵
之

具
は
平
た
く
板
の
よ
う
に
な
っ
て
浮
上
り
、
其
の
端
の
方
が
、
一
寸
紙
に
付
着
し
て
い
る
程

度
で
、
一
見
何
等
異
状
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
中
々
分
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
少

し
風
を
あ
て
る
か
、
振
動
を
あ
た
へ
れ
ば
、
す
ぐ
発
見
出
来
る
が
、
是
で
は
す
ぐ
ば
ら
ば
ら

落
て
し
ま
う
の
で
、
上
下
左
右
か
ら
光
線
を
あ
て
ヽ
見
て
、
其
の
疵
口
を
発
見
す
る
。
中
に

は
周
囲
部
は
全
部
付
着
し
て
ゐ
て
、
中
心
は
浮
上
り
、
太
鼓
を
張
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、

疵
口
の
全
然
分
ら
な
い
の
も
あ
る
。

是
等
も
、
永
い
間
、
此
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
と
、
自
分
の
カ
ン
で
た
い
て
い
分
る
よ
う

に
な
っ
て
く
る
。
前
記
の
よ
う
な
情状

態
な
の
で
、
付
着
し
て
い
る
部
分
も
、
そ
の
力
は
大
変

弱
く
、
少
し
の
故
障
に
も
す
ぐ
浮
上
っ
て
く
る
。
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胡
粉
等
を
高
く
盛
り
あ
げ
た
部
分
は
、
其
ま
ヽ
の
形
で
浮
上
っ
て
い
る
。

此
の
剥
落
を
防
止
す
る
に
使
用
し
て
い
る
ア
ク
リ
ル
樹
脂
は
、
元
来
法
隆
寺
の
壁
画
の
剥
落

止
に
考
案
さ
れ
た
薬
品
で
あ
る
。
大
変
硬
化
さ
せ
る
力
が
あ
る
〔
二
条
城
で
使
用
の
場
合
は
、

是
が
欠
点
で
あ
る
〕
。
私
の
見
解
で
は
あ
る
が
、
法
隆
寺
は
土
壁
の
上
に
絵描

か
れ
て
い
る
の
で
、

軟
弱
に
な
っ
た
土
壁
を
硬
化
さ
せ
画
を
共
に
保
存
さ
せ
る
よ
う
工
風夫

し
て
作
ら
れ
た
薬
品
と

思
ふ
。
そ
れ
で
、
二
条
城
の
よ
う
に
襖
障
子
等
に
絵描

か
れ
た
も
の
に
使
用
の
場
合
は
、
〔
施

行
上
〕
別
な
工
風夫

を
必
要
と
す
る
。

反
り
上
っ
た
絵
之
具
に
直
接
薬
品
を
注
入
し
て
も
、
其
の
ま
ヽ
硬
化
し
て
用
を
な
さ
な
い
。

胡
粉
等
使
用
の
場
合
は
、
盛
り
上
げ
の
程
度
、
場
所
、
色
彩
、
絵
之
具
の
種
類
等
に
て
、
薬

品
の
％
率
、
薬
品
の
種
類
等
を
判
断
す
る
。

絵
之
具
の
上
面
か
ら
薬
品
を
掛
て
も
、
其
の
効
果
は
甚
だ
弱
い
。
尚
、
多
少
の
光
沢
を
お
び

て
く
る
。
白
く
粉
を
吹
い
た
よ
う
な
古
画
の
持
味
を
う
し
な
う
と
思
ふ
。
小
の
虫
を
生
か
す

た
め
大
の
虫
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
是
等
に
注
意
し
て
、
現
在
も
薬
品
の
注
射
を
行
っ

て
い
る
。

薬
品
の
施
行
方
法
を
少
し
も
記
載
せし

な
か
っ
た
が
、
是
れ
は
記
入
し
て
も
実
際
に
は
付
て
説

明
せし

な
け
れ
ば
分
ら
な
い
の
で
、
省
略
し
た
。

遠
侍
総
評

一
、 

五
殿
中
剥
落
程
度
が
一
番
甚
だ
し
い
。
殊
に
一
之
間
、
三
之
間
は
甚
だ
し
く
、
殆
ん
ど

　
　

絵
具
の
残
っ
て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
。

柳
之
間

一
、
東
西
南
側
は
、
剥
落
は
少
な
い
。
南
側
柳
之
幹
は
ニ
カ
ワ
分
強
く
、
樹
脂
を
施
し
て
も

　
　

止
ま
り
に
く
い
。
北
側
の
剥
落
は
大
き
く
、
画
面
も
荒
れ
、
全
面
に
浮
上
っ
て
ゐ
た
の

　
　

で
、
大
部
分
を
止
め
て
あ
る
が
（
以
後
止
め
る
と
書
い
て
あ
る
の
は
ア
ク
リ
ル
樹
脂
を

　
　

注
入
し
て
絵
具
を
止
め
て
あ
る
事
）
、
未
だ
浮
上
っ
て
来
る
箇
所
も
あ
る
。

松
之
間

一
、  

緑
青
の
盛
り
上
げ
が
大
部
分
で
あ
る
。
剥
落
程
度
は
少
な
い
。
北
西
側
の
張
付
箇
所
は
、

　
　

剥
し
て
疎
開
し
た
為
、
相
当
に
荒
れ
て
い
る
。
松
の
幹
花
等
、
全
面
に
浮
上
っ
て
い
た

　
　

の
で
、
止
め
を
施
し
て
あ
る

芙
蓉
之
間

一
、
剥
落
程
度
は
大
き
い
。
茎
な
ど
殆
ど
残
っ
て
ゐ
な
い
。
花
も
全
面
に
浮
上
っ
て
い
た
の

　
　

で
止
め
て
あ
る
。
此
の
間
は
暗
い
の
で
、
北
側
は
〔
張
付
の
為
〕
手
を
付
け
て
い
な
い
。

遠
侍
三
之
間

一
、
竹
の
緑
青
は
荒
れ
て
い
な
い
が
、
虎
は
剥
落
が
甚
だ
し
い
。
東
側
は
殊
に
甚
だ
し
い
。

　
　

源
氏
雲
も
全
面
浮
上
っ
て
い
た
の
で
止
め
て
あ
る
。
虎
の
一
部
に
憤噴

霧
器
で
薬
を
吹
付

　
　

け
た
箇
所
も
あ
る
。
虎
は
補
筆
し
た
と
思
は
れ
る
箇
所
も
あ
る
。
竹
の
子
も
全
面
浮
上
っ

　
　

て
い
た
。

遠
侍
二
之
間

一
、
竹
及
び
雲
な
ど
三
之
間
と
大
差
な
い
が
、
虎
の
剥
落
は
き
つ
く
な
い
。
北
側
中
西
よ
り

　
　

の
一
頭
は
、
全
部
補
筆
で
あ
る
。
虎
の
部
分
中
、
極
く
小
さ
な
浮
上
り
が
点
々
と
あ
り
、

　
　

此
の
浮
上
り
が
よ
れ
て
糸
状
に
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
糸
状
は
水
分
を
あ
た
へ
て

　
　

も
元
へ
も
ど
ら
な
い
。
是
を
付
着
さ
す
た
め
に
他
を
損
じ
る
憂
が
あ
る
の
で
、
其
の
ま
ヽ

　
　

に
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
雲
虎
共
に
全
面
止
め
て
あ
る
。

遠
侍
一
之
間

一
、
東
側
張
付
部
分
、
南
側
の
虎
は
剥
落
甚
だ
し
く
、
絵
具
が
大
半
う
し
な
は
れ
て
い
る
。

　
　

殊
に
東
側
張
付
は
、
疎
開
後
、
元
に
張
付
け
る
際
、
大
変
画
面
を
損
じ
さ
せ
た
様
に
思

　
　

は
れ
る
。
本
紙
も
細
か
く
裂
け
て
ゐ
た
と
こ
ろ
も
有
り
、
一
片
が
無
く
、
絵
具
で
う
め

　
　

た
箇
所
も
あ
る
。
東
側
張
付
部
分
の
虎
は
、
殆
ど
絵
具
が
残
っ
て
い
な
い
。
北
側
障
子

　
　

は
後
世
書
き
直
さ
れ
て
ゐ
る
。
樹
脂
は
全
面
に
施
し
て
あ
る
。

勅
使
の
間
下
段

一
、
檜
の
画
は
相
当
荒
れ
て
い
る
。
南
側
檜
の
幹
は
、
剥
落
し
た
あ
と
を
、
補
筆
を
加
え
て

　
　

塗
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
お
し
い
気
が
す
る
。
残
っ
て
ゐ
る
絵
具

　
　

は
、
細
か
く
ひ
ヾ
割
れ
し
、
反
上
り
、
実
物
の
幹
の
皮
の
様
に
成
っ
て
い
た
。
全
面
に

　
　

樹
脂
を
施
し
て
止
め
て
あ
る
為
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
北
及
び
西
側
の
桃

　
　

の
花
も
浮
上
り
が
多
か
っ
た
。
全
面
に
止
め
て
あ
る
。
桃
の
花
も
補
筆
の
箇
所
が
多
い
。

　
　

南
側
東
よ
り
の
二
枚
、
及
び
北
側
数
点
は
新
し
く
書
直
し
て
あ
る
。

勅
使
の
間
上
段

一
、
剥
落
は
相
当
甚
だ
し
く
、
東
側
床
之
間
は
剥
し
て
疎
開
し
た
為
、
荒
れ
て
ゐ
る
。
も
み　
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じ
小
鳥
等
、
絵
具
の
半
分
無
く
な
っ
た
所
も
あ
る
。
樹
脂
は
全
面
施
し
て
あ
る
。

勅
使
の
間
武
者
隠
し

一
、
東
西
南
側
萩
の
図
は
、
剥
落
が
大
き
い
。
此
の
室
は
、
湿
気
甚
だ
し
く
光
線
の
入
る
所

　
　

が
な
い
の
で
、
虫
害
も
大
き
い
。
北
面
は
淡
彩
の
為
、
剥
落
は
な
い
が
、
虫
害
は
甚
だ

　
　

し
い
。
殺
虫
薬
を
散
布
し
て
あ
る
。
樹
脂
も
全
面
に
施
し
て
あ
る
が
、
暗
い
為
、
充
分

　
　

で
な
い
。

式
台
の
間
総
評

一
、
表
側
式
台
の
間
は
、
松
の
図
で
あ
る
の
で
、
幹
以
外
は
剥
落
は
少
な
い
が
、
老
中
の
間　

　
　

は
剥
落
も
甚
だ
し
く
、
補
筆
粗
雑
で
原
図
を
毀
し
た
所
が
多
い
。

式
台
の
間

一
、
北
側
松
の
幹
は
、
大
半
絵
具
が
な
く
な
っ
て
ゐ
る
。
現
在
絵
具
の
残
っ
て
い
る
様
に
見

　
　

え
る
の
も
、
補
筆
部
分
が
多
い
。
緑
青
の
部
分
も
、
疎
開
の
際
、
相
当
に
剥
落
さ
せ
て

　
　

ゐ
る
。
東
側
の
雁
も
大
分
浮
上
っ
て
い
た
。
全
面
樹
脂
を
施
し
て
あ
る
が
、
未
だ
行
渡
っ

　
　

て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
。

老
中
之
間
西
室
中
室

一
、
芦
水
等
の
剥
落
殊
に
甚
だ
し
く
、
補
筆
粗
雑
で
見
る
に
し
の
び
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
殆

　
　

ど
補
筆
で
あ
る
た
め
、
浮
上
り
は
少
な
い
。

老
中
之
間
東
室

一
、
さ
ぎ
雪
持
柳
等
、
相
当
の
浮
上
り
あ
り
、
樹
脂
を
施
し
て
あ
る
。
西
側
の
補
筆
は
粗
雑

　
　

で
見
ら
れ
な
い
。

大
広
間
総
評

一
、 

四
之
間
を
除
き
、
松
の
葉
な
ど
よ
く
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
。
松
の
幹
に
補
筆
の
所
が
大
分

　
　

見
受
け
ら
れ
る
。
四
之
間
は
相
当
荒
れ
て
い
る
。
一
二
之
間
の
鳥
は
、
剥
落
甚
だ
し
く

　
　

絵
具
が
少
し
も
残
てマ

マ
い
な
い
。

大
広
間
三
之
間

一
、
松
の
幹
は
、
北
側
は
大
部
分
後
世
補
筆
し
、
塗
つ
ぶ
し
て
あ
る
。
孔
雀
は
よ
く
保
存
さ

　
　

れ
て
い
る
。
東
西
側
の
松
の
幹
は
、
浮
上
り
の
所
多
か
っ
た
の
で
、
樹
脂
を
施
し
て
あ
る
。

　
　

松
の
葉
緑
青
の
部
分
は
、
剥
落
は
殆
ど
な
い
。

大
広
間
一
二
之
間

一
、
松
の
図
は
、
三
之
間
と
大
差
が
な
い
。
幹
は
相
当
剥
落
し
て
ゐ
る
が
、
補
筆
は
な
さ
れ

　
　

て
い
な
い
。
東
側
孔
雀
、
金
鶏
鳥
は
、
剥
落
甚
だ
し
く
、
金
鶏
鳥
は
絵
具
が
残
っ
て
い

　
　

な
い
。
松
の
幹
、
浮
上
り
多
く
、
現
在
で
は
樹
脂
て
皆
止
め
て
あ
る
。

大
広
間
四
之
間

一
、
全
面
に
剥
落
し
て
ゐ
る
。
西
側
張
付
は
、
疎
開
の
為
、
剥
し
た
の
で
、
相
当
の
荒
れ
よ

　
　

う
で
あ
る
。
東
側
も
部
分
に
よ
り
、
浮
上
っ
て
い
た
箇
所
も
多
か
っ
た
。
全
面
樹
脂
を

　
　

施
し
て
あ
る
が
、
行
き
と
ゞ
い
て
い
な
い
場
所
も
あ
る
。

大
広
間
武
者
隠
し

一
、
東
側
は
外
部
よ
り
有
合
せ
の
襖
を
剥
し
て
張
たマ

マ
も
の
ら
し
く
、
筆
法
も
別
の
も
の
に
て

　
　

薄
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
為
、
剥
落
は
全
然
な
い
。
西
側
は
、
別
の
画
で
あ
る
の
で
相　

 

　
　

当
に
剥
落
し
て
ゐ
る
。
浮
上
り
の
所
も
多
く
、
止
め
て
あ
る
が
、
充
分
で
な
い
。

黒
書
院
総
評

一
、
黒
書
院
は
高
く
盛
り
上
げ
た
画
が
大
部
分
で
あ
る
の
で
、
剥
落
も
甚
大
で
落
た
あ
と
が

　
　

目
立
つ
。
画
全
体
が
浮
上
っ
て
い
た
の
で
、
注
射
に
一
番
苦
心
し
た
處
で
あ
る
。

牡
丹
之
間

一
、
東
側
梅
の
図
は
、
す
で
に
剥
落
し
た
所
多
く
、
雲
花
共
に
浮
上
っ
て
い
た
西
及
び
北
側

　
　

牡
丹
の
図
は
、
花
は
大
半
剥
落
後
で
あ
る
が
、
残
っ
て
ゐ
た
部
分
も
皆
浮
上
り
、
樹
脂

　
　

注
射
に
苦
心
し
た
。
北
側
は
、
疎
開
の
際
、
画
を
い
た
め
て
い
る
。
尚
、
此
の
部
分
、

　
　

紙
面
も
破
損
甚
だ
し
く
、
小
さ
く
亀
裂
し
て
亡
く
な
っ
た
部
分
の
補
修
が
目
に
付
く
。

黒
書
院
三
之
間

一
、
松
の
書
法
は
大
広
間
と
異
な
っ
て
い
て
、
松
の
葉
の
緑
青
も
前
室
程
、
盛
上
に
な
っ
て

　
　

い
な
い
。
幹
の
浮
上
り
は
甚
だ
し
い
。
さ
ぎ
の
胡
粉
も
全
部
浮
上
っ
て
い
た
。
樹
脂
で

　
　

全
面
に
と
め
て
あ
る
。

黒
書
院
一
二
之
間

一
、
桜
花
に
檜
垣
柴
垣
共
に
高
々
と
盛
り
上
げ
て
あ
る
為
、
全
部
浮
上
り
、
止
め
に
苦
心
し

　
　

た
。
す
で
に
剥
落
し
た
箇
所
も
多
く
、
補
筆
の
所
も
多
数
あ
る
。
正
面
床
之
間
は
、
疎

　
　

開
の
際
、
柴
垣
の
盛
り
上
げ
を
大
分
落
し
て
し
ま
っ
た
。
全
面
止
め
て
あ
る
が
、
柴
垣

　
　

の
部
分
な
ど
完
全
で
は
な
い
。

菊
之
間
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一
、
御
殿
中
、
一
番
苦
心
し
た
室
で
あ
る
。
菊
の
花
、
柴
垣
、
竹
垣
が
高
く
盛
り
上
げ
て
、

　
　

一
面
画
か
れ
て
あ
る
が
、
全
面
浮
上
っ
て
い
て
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い

　
　

た
。
柴
垣
な
ど
、
す
で
に
剥
落
し
て
い
て
補
筆
の
箇
所
が
多
い
。
樹
脂
で
殆
ど
止
め
た

　
　

が
、
未
了
の
箇
所
が
残
っ
て
い
る
。

黒
書
院
武
者
隠
し

一
、
大
広
間
武
者
隠
し
と
同
じ
く
、
別
の
画
で
、
淡
彩
で
あ
る
の
で
、
剥
落
に
関
係
が
な
い
。

白
書
院
総
評

一
、
白
書
院
は
他
の
四
殿
と
異
な
り
、
金
箔
地
で
な
い
白
紙
の
上
に
金
泥
引
に
な
っ
て
ゐ
て
、

　
　

墨
画
の
淡
彩
な
画
で
あ
る
為
、
剥
落
に
関
係
は
な
い
が
、
虫
害
は
甚
だ
し
い
。
生
地
の　

　
　

内
部
は
分
ら
な
い
が
、
金
箔
の
押
し
て
な
い
處
程
、
虫
害
が
多
い
。
全
室
に
被
害
が
あ　

　
　

る
が
、
張
付
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
甚
だ
し
い
。
全
室
一
面
に
殺
虫
薬
〔
Ｄ
Ｄ
Ｔ
〕
を

　
　

散
布
し
た
。
相
当
の
効
果
が
あ
っ
た
。
年
に
数
度
散
布
す
る
計
画
で
あ
る
。

白
書
院
武
者
隠
し

萩
に
垣
の
図
で
あ
る
が
、
盛
り
上
げ
し
て
あ
る
の
で
、
浮
上
っ
て
ゐ
る
。
萩
の
花
は

殆
ど
剥
落
し
て
い
る
が
、
垣
は
よ
く
保
存
で
き
て
ゐ
る
。
全
面
樹
脂
が
施
し
て
あ
る
が
、

暗
い
為
完
全
で
な
い
。
西
面
北
は
、
剥
落
甚
だ
し
い
。

　

解
説

　
　

一 

報
告
書
の
作
成
者
に
つ
い
て

　

報
告
書
作
成
者
の
大
島
新
太
郎
は
、
当
事
務
所
所
蔵
の
歴
史
的
行
政
文
書
『
退
職
職
員

履
歴
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
生
ま
れ
で
、
尋
常
小
学
校
卒
業
の
後
、

西
村
五
雲
の
画
塾
に
六
年
通
い
、
そ
の
後
「
図
案
」
を
業
と
し
て
い
た
が
、
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
、
時
局
に
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
廃
業
し
、
二
条
城
に
「
管
守
」
と
し
て
就
職
、

昭
和
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
退
職
し
て
い
る
。
大
島
は
、
同
履
歴
書
に
よ
る
と
、
昭
和

二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
七
月
八
日
に
美
術
品
の
管
理
を
業
務
と
し
て
委
嘱
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
大
島
の
前
任
者
が
同
日
に
退
職
し
た
こ
と
を
受
け
て
の
こ
と
と
解
釈
で
き
る
。
そ

の
前
任
者
と
は
、
や
は
り
『
退
職
職
員
履
歴
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
宮
本
一
夫
で
あ
る
。
宮

本
は
、
京
都
市
立
絵
画
専
門
学
校
（
以
下
「
絵
専
」
と
記
す
）
を
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）

に
卒
業
し
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
か
ら
翌
年
三
月
末
ま
で
絵
専
の
副
手
を
務
め
た
後
、

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
五
月
に
二
条
城
に
嘱
託
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
（
1
）
。
二

之
丸
御
殿
障
壁
画
の
模
写
業
務
を
請
け
負
っ
て
い
る
川
面
美
術
研
究
所
の
谷
井
俊
英
氏
の
ご

教
示
に
よ
っ
て
、
こ
の
人
物
が
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
に
合
成

樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
を
実
施
し
、
そ
の
後
、
昭
和
二
十
年
代
に
京
都
の
主
要
な
障
壁
画
の

合
成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
処
置
を
し
た
宮
本
滋
基
と
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

（
2
）
。
谷
井
氏
に
よ
れ
ば
、
昭
和
五
十
年
代
に
、
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
模
写
に
当
初
か
ら

携
わ
っ
て
い
た
川
面
稜
一
が
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
模
写
現
場
に
宮
本
を
招
じ
て
、
合
成
樹

脂
に
よ
る
剥
落
止
め
に
つ
い
て
話
を
聞
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
（
3
）
。
宮
本
に

つ
い
て
は
、
次
章
で
も
触
れ
る
。

な
お
、
大
島
の
退
職
後
は
、
職
員
が
剥
落
止
め
に
従
事
す
る
こ
と
は
途
絶
し
、
以
後
の

剥
落
止
め
は
、
修
理
業
者
が
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　

二　

二
条
城
に
お
け
る
合
成
樹
脂
使
用

　

こ
こ
で
、
二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
（
以
下
「
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
」
と
記
す
）
に
合

成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
、
最
初
期
の
科
学
的
な
材
料
を

用
い
た
剥
落
止
め
実
施
の
記
録
や
回
顧
か
ら
推
測
す
る
。

　

既
知
の
よ
う
に
、
絵
画
の
顔
料
の
剥
落
止
め
に
科
学
的
な
材
料
を
用
い
る
と
い
う
発
想
は
、

法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
保
存
問
題
に
端
を
発
す
る
（
4
）
。
合
成
樹
脂
の
使
用
は
、
金
堂
修
理

の
着
手
に
向
け
て
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
文
部
省
法
隆
寺
国
宝
事
業
部
の
中
に
設

け
ら
れ
た
壁
画
保
存
調
査
会
の
設
立
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
同
調
査
会
は
、
建
築
、
物
理
、

地
震
、
歴
史
、
科
学
、
歴
史
、
美
術
史
と
い
っ
た
各
分
野
の
専
門
家
で
構
成
さ
れ
た
（
5
）
。

戦
前
か
ら
合
成
樹
脂
に
よ
る
文
化
財
保
存
に
関
わ
っ
て
き
た
樋
口
清
治
の
回
顧
に
よ
る
と
、

美
術
史
を
専
門
と
す
る
委
員
の
一
人
で
東
京
大
学
文
学
部
長
で
あ
っ
た
滝
精
一
が
、
同
大
学

の
理
学
部
や
工
学
部
の
教
授
陣
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
応
用
化
学
の
塗
料
の
講
座
に
所
属
し

て
い
た
桜
井
高
景
が
開
発
し
た
合
成
樹
脂
の
一
種
で
あ
る
ア
ク
リ
ル
樹
脂
が
注
目
さ
れ
る
に

至
っ
た
と
い
う
（
6
）
。
同
調
査
会
の
調
査
員
（
後
に
委
員
）
を
務
め
た
化
学
者
の
山
崎
一

雄
の
回
顧
で
は
、
剥
落
止
め
試
験
は
以
下
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
た
と
い
う
（
7
）
。
昭

和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
の
壁
画
保
存
調
査
会
の
総
会
に
お
い
て
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
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か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
壁
画
の
模
写
の
途
中
で
起
こ
る
剥
落
へ
の
対
処
が
議
論
さ
れ
た
が
、

調
査
会
は
、
桜
井
が
合
成
し
た
ア
ク
リ
ル
樹
脂
を
金
堂
壁
画
そ
の
も
の
に
施
工
す
る
決
断
が

で
き
ず
、
翌
十
七
年
（
一
九
四
二
）
の
調
査
会
総
会
を
経
て
、
同
年
十
一
月
に
奈
良
市
の
霊

山
寺
三
重
塔
壁
画
で
ア
ク
リ
ル
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
の
試
験
施
工
が
実
施
さ
れ
た
。
さ
ら

に
翌
十
八
年
（
一
九
四
三
）
二
月
に
法
隆
寺
金
堂
九
号
壁
の
下
部
に
桜
井
が
樹
脂
処
理
を
実

施
し
、
同
年
四
月
に
は
、
前
年
に
実
施
し
た
霊
山
寺
の
状
況
を
、
四
名
の
委
員
と
模
写
を
担

当
し
て
い
た
荒
木
寛
方
と
入
江
波
光
が
桜
井
・
山
崎
と
と
も
に
見
分
し
、
「
一
同
結
果
に
満

足
し
た
」
。
同
年
十
一
月
に
は
、
法
隆
寺
で
板
の
絵
馬
に
も
樹
脂
処
理
が
施
さ
れ
た
。
ア
ク

リ
ル
樹
脂
開
発
者
で
あ
る
桜
井
自
身
が
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
発
表
し
た
論
文
中

に
は
、
「
壁
画
の
剥
落
防
止
に
つ
い
て
の
研
究
は
（
中
略
）
奈
良
県
霊
山
寺
の
板
画
を
は
じ

め
、
十
八
年
（
一
九
四
三
）
秋
に
行
つ
た
京
都
二
条
城
の
襖
画
以
来
壁
画
二
ヶ
所
、
障
壁
画

十
二
ヶ
所
に
及
ん
で
お
り
（
後
略
）
」
と
あ
る
（
8
）
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
秋
に
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
に
実
施

さ
れ
た
剥
落
止
め
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
剥
落
止
め
の
た
め
に
開
発
さ
れ
て
い
た
ア
ク

リ
ル
樹
脂
研
究
の
た
め
の
試
験
的
施
工
の
一
環
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
秋
の
時
点
で
は
、
霊
山
寺
で
の
試
験
結
果
を
法
隆
寺
金
堂
壁
画
関
係
者
が
満

足
し
て
い
た
一
方
で
、
金
堂
壁
画
そ
の
も
の
へ
の
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
施
工
は
、
な
お
調
査
会

中
の
画
家
た
ち
が
反
対
し
た
た
め
、
実
施
に
踏
み
切
れ
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
（
9
）
。

ア
ク
リ
ル
樹
脂
に
よ
る
施
工
を
推
進
し
て
い
た
の
は
、
建
造
物
と
し
て
の
金
堂
を
修
理
す

る
た
め
に
、
壁
画
を
解
体
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
関
係
者
ら
で
あ
る
が
、
中
で

も
、
文
部
省
の
法
隆
寺
係
と
し
て
修
理
事
業
に
関
わ
り
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
に

法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
事
務
所
長
に
就
任
し
た
大
岡
實
が
推
進
派
だ
っ
た
と
樋
口
が
回
顧

し
て
い
る
。
大
岡
は
、
文
部
省
の
技
師
と
し
て
、
二
条
城
に
も
指
導
に
訪
れ
て
い
た
の
で
、

二
之
丸
御
殿
障
壁
画
へ
の
剥
落
止
め
の
試
験
施
工
は
、
大
岡
が
仲
介
し
た
可
能
性
が
あ
る

（
10
）
。
と
こ
ろ
で
、
金
堂
壁
画
の
模
写
制
作
者
の
一
人
で
あ
る
入
江
波
光
は
、
昭
和
十
六
年

（
一
九
四
一
）
か
ら
逝
去
す
る
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
ま
で
二
条
城
の
顧
問
を
務
め

て
い
た
。
入
江
は
、
樋
口
に
よ
る
と
合
成
樹
脂
使
用
に
強
く
反
対
し
て
い
た
一
人
で
あ
る
が
、

山
崎
の
回
顧
で
は
、
霊
山
寺
の
試
験
施
工
の
結
果
を
見
分
し
て
満
足
し
た
一
同
の
中
に
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
霊
山
寺
の
結
果
を
受
け
て
、
二
条
城
で
の
施
工
に
も
反
対
し
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
（
11
）
。

　

さ
て
、
こ
の
二
条
城
で
の
施
工
に
つ
い
て
、
桜
井
は
、
「
障
壁
画
（
襖
絵
）
の
剥
落
防
止
」

と
し
て
最
初
の
例
だ
っ
た
と
記
し
て
い
る
（
12
）
。
樋
口
の
回
顧
で
は
、
こ
の
時
の
剥
落
止

め
は
、
「
ア
ク
リ
ル
で
（
中
略
）
テ
ス
ト
と
し
て
チ
ョ
ー
キ
ン
グ
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
。

記
憶
は
曖
昧
だ
け
ど
、
た
し
か
、
メ
タ
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル
と
ア
ク
リ
ル
酸
メ
チ
ル
の
コ
ポ

リ
マ
ー
で
」
実
施
し
た
と
い
う
（
13
）
。
そ
し
て
こ
の
時
の
施
工
者
が
、
宮
本
滋
基
で
あ
っ

た
（
14
）
。
樋
口
の
回
顧
録
の
注
記
で
は
、
宮
本
は
「
日
本
画
家
。
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
剥

落
止
め
を
し
た
。
そ
の
後
、
民
間
で
各
種
の
剥
落
止
め
を
職
業
と
す
る
」
と
あ
る
。
法
隆

寺
の
合
成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
は
、
先
に
み
た
戦
前
の
試
験
施
工
に
加
え
、
昭
和
二
十
三

年
（
一
九
四
八
）
十
二
月
に
も
実
施
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
宮
本
が
戦
前
か
ら
法
隆
寺
に
も

関
わ
っ
て
い
た
の
か
否
か
は
、
今
回
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
が
、
遅
く
と
も
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
の
二
条
城
で
の
施
工
以
来
、
法
隆
寺
壁
画
チ
ー
ム
の
指
導
の
下
に
、
合
成
樹

脂
に
よ
る
剥
落
止
め
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
結
果
的
に
こ
の
二
条
城
で
の
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
の
施
工
は
、
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
（
16
）
。
白
土
の
上
に
描
か
れ
た
法
隆
寺
の
壁
画
や
、
霊
山
寺
の
板
絵
の

顔
料
に
効
果
が
あ
っ
て
も
、
雁
皮
紙
の
上
に
胡
粉
を
盛
り
上
げ
た
彩
色
の
剥
離
を
接
着
さ
せ

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、こ
の
失
敗
に
よ
っ
て
、
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
（
以
下
「
Ｐ
Ｖ
Ａ
」
と
記
す
）
を
障
壁
画
の
剥
落
止
め
に
使
用
す
る
道
が
開
か
れ
た
と
樋

口
が
回
顧
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
17
）
。
Ｐ
Ｖ
Ａ
が
入
っ
て
き
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
昭

和
十
九
年
か
二
十
年
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
樋
口
は
回
顧
し
て
い
る
が
、
岩
崎
友
吉
ら
に
よ

る
「
建
造
物
等
の
修
復
に
お
け
る
合
成
樹
脂
処
置
一
覧
」
で
は
、
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）

の
平
等
院
鳳
凰
堂
で
の
使
用
が
最
も
早
い
事
例
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
翌
年
に
、
西
本
願

寺
、
南
禅
寺
、
智
積
院
、
円
満
院
で
「
Ｐ
Ｖ
Ａ
、
ア
ク
リ
ル
溶
液
に
よ
る
剥
落
止
め
」
が
実

施
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
18
）
。
こ
の
剥
落
止
め
の
手
法
は
、
桜
井
や
岩
崎
が
主
導

し
た
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
注
射
針
で
顔
料
に
注
入
し
た
後
に
、
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
溶
液
を
噴
霧
す
る
手

法
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
19
）
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
施
工
者
が
す
べ
て
宮
本
滋

基
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
宮
本
は
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
一
）
か
ら

二
十
二
年
七
月
八
日
ま
で
二
条
城
の
嘱
託
で
あ
っ
た
。
先
の
一
覧
は
、
宮
本
が
二
条
城
在
職

中
に
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
と
ア
ク
リ
ル
溶
液
に
よ
る
剥
落
止
め
処
置
を
平
等
院
で
実
施
し
た
と
示
し
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て
い
る
の
で
、
宮
本
が
二
条
城
で
も
こ
の
時
期
に
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
用
い
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
す

る
。
さ
ら
に
、
桜
井
が
二
条
城
の
処
置
に
関
し
て
、
「
戦
後
疎
開
地
か
ら
復
帰
し
た
際
に
さ

ら
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
、
大
島
の
報
告
に
「
数
年
前
よ
り
ア

ク
リ
ル
樹
脂
液
を
絵
之
具
に
注
射
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
か

ら
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
頃
に
、
桜
井
ら
が
開
発
し
て
い
た
最
新
の
手
法
が
、
宮
本
の
手

に
よ
っ
て
二
条
城
で
も
試
験
的
に
施
工
さ
れ
、
効
果
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
結
果
、
宮
本
は

昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四
七
）
に
二
条
城
嘱
託
を
退
職
し
、
本
格
的
に
京
都
の
主
要
な
寺
院

障
壁
画
の
剥
落
止
め
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
過
が
推
測
で
き
る
。
な
お
、
大

島
の
報
告
中
に
は
、
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
注
入
作
業
を
行
っ

て
い
る
こ
と
、
大
島
の
フ
ァ
イ
ル
に
「
ビ
ニ
ル
樹
脂
」
と
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
に
つ
い
て
の

メ
モ
が
あ
る
こ
と
、
報
告
書
中
に
「
絵
之
具
の
種
類
等
に
て
（
中
略
）
薬
品
の
種
類
等
を
判

断
す
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
島
も
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
用
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
は
障
壁
画
の
剥
落
止
め
に
有
効
で
は
あ
っ
た
が
、
当

初
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
可
逆
性
は
、
実
際
に
は
無
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
（
20
）
、

経
年
と
共
に
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
の
膜
に
細
か
く
ひ
び
（
ク
ラ
ッ
ク
）
が
入
っ
て
白
濁
し
、
顔
料
の
色

が
見
え
に
く
く
な
っ
た
り
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
の
硬
化
に
よ
っ
て
、
顔
料
が
本
紙
か
ら
剥
離
・
剥
落
す

る
と
い
っ
た
悪
影
響
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
（
21
）
。
こ
の
よ
う
に
経
年
劣
化
し
た
Ｐ
Ｖ
Ａ

を
除
去
す
る
た
め
に
、
近
年
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
分
解
酵
素
の
研
究
が
進
み
、
建
築
彩
色
の
修
理
現
場

で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
22
）
。
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
修
理
に
お
い
て
も
、
限
定

的
に
で
は
あ
る
が
使
用
を
試
み
て
い
る
が
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
分
解
酵
素
を
用
い
た
修
理
に
は
多
く
の

課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
　

三　

報
告
書
の
内
容
か
ら

こ
こ
で
は
、
報
告
書
の
内
容
か
ら
、
大
島
が
行
っ
て
い
た
業
務
に
つ
い
て
、
他
の
資
料
も
参

照
し
つ
つ
概
説
す
る
。

　

こ
の
報
告
書
は
、
「
業
務
報
告
」
と
し
て
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
破
損
状
況
の
概
略
と
昭

和
二
十
四
年
度
の
修
理
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ
、
「
二
条
城
二
之
丸
御
殿
障
壁
画
の
絵
之
具

剥
落
の
程
度
及
絵
之
具
剥
落
止
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
射
施
行
に
付
て
」（
以
下
「
剥
落
と
剥
落
止
」

と
記
す
）
と
し
て
、
顔
料
の
剥
離
・
剥
落
の
具
体
的
な
有
様
を
詳
述
し
、
修
理
時
に
お
け
る

ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
使
用
に
つ
い
て
述
べ
、
最
後
に
御
殿
の
棟
及
び
部
屋
ご
と
に
破
損
状
況
を

記
し
て
い
る
。
な
お
、
前
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
大
島
も
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
使
っ
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
が
、
本
報
告
書
で
は
、
剥
落
止
め
剤
は
す
べ
て
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
と
記
さ
れ
て
い

る
た
め
、
本
章
で
は
報
告
書
と
同
様
に
「
ア
ク
リ
ル
樹
脂
」
と
表
記
す
る
。

　

ま
ず
、
「
業
務
報
告
」
か
ら
、
大
島
は
、
こ
の
業
務
を
二
条
城
の
顧
問
の
指
導
・
助
言
を

受
け
て
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
三
年
ま
で
は
、
入
江
波
光
の
指

導
を
受
け
、
同
二
十
四
年
度
に
は
、
同
じ
く
二
条
城
の
顧
問
で
あ
っ
た
金
島
桂
華
（
一
八
九
二

～
一
九
七
四
）
を
訪
問
し
、
助
言
を
得
て
い
る
（
23
）
。
金
島
は
、
全
面
に
薬
品
を
か
け
る

と
古
画
の
持
味
が
失
わ
れ
る
と
い
う
主
旨
の
助
言
を
し
、
こ
れ
を
受
け
て
大
島
は
、
基
本
的

に
は
、
後
で
述
べ
る
一
部
を
除
い
て
薬
品
の
噴
霧
は
行
わ
ず
、
注
射
に
よ
る
薬
品
の
注
入
を

実
施
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
剥
落
と
剥
落
止
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
旨
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。

　

次
に
、
「
一
日
一
回
以
上
、
御
殿
全
部
を
見
廻
り
、
危
険
と
思
は
れ
る
箇
所
発
見
次
第
、

薬
品
の
注
射
を
行
っ
て
来
た
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
島
が
日
常
的
に
剥
落
止
め
業
務
を

実
施
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
島
は
、
業
務
の
中
で
把
握
し
た
顔
料
の
剥
離
や
剥
落
の

状
況
と
そ
の
発
見
方
法
等
に
つ
い
て
、
本
文
や
注
に
繰
り
返
し
記
述
し
て
い
る
。
加
え
て
、

湿
度
変
化
の
た
め
に
画
面
に
亀
裂
が
起
こ
る
事
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

次
に
修
理
事
業
に
つ
い
て
、
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
三
月
二
十
二
日
よ
り
同
年
六

月
二
十
日
の
期
間
に
、
五
十
二
万
二
千
円
の
経
費
を
か
け
、
岡
墨
光
堂
に
修
理
を
委
託
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
大
島
は
、
こ
の
事
業
の
実
施
中
に
下
貼
り
の
間
か
ら
、
剥
落
し

た
顔
料
の
破
片
が
多
数
出
て
来
た
と
報
告
し
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
剥
落
止
め
処
置
を
充

分
し
な
い
ま
ま
に
表
具
修
理
を
実
施
し
た
た
め
と
考
察
し
て
い
る
（
24
）
。
こ
の
修
理
事
業

で
は
、
修
理
前
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂
注
入
に
よ
る
剥
落
止
め
を
実
施
し
、
ま
た
修
理
中
に
も
厳

し
く
監
督
し
、
必
要
に
応
じ
て
注
入
し
た
の
で
、
作
業
中
の
剥
落
は
発
生
し
な
か
っ
た
と
す

る
（
25
）
。
な
お
、
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
所
蔵
の
歴
史
的
公
文
書
『
昭
和
二
十
四
年
度
及

二
十
六
年
度　

二
之
丸
御
殿
内　

襖　

戸
襖　

腰
障
子　

修
理
明
細
書　

二
條
城
』
に
収
録

さ
れ
て
い
る
本
修
理
に
つ
い
て
の
明
細
書
に
よ
れ
ば
、
修
理
対
象
面
数
は
一
二
五
面
で
、
そ

の
う
ち
「
全
面
打
ち
直
し
」
修
理
は
一
〇
三
面
、
「
半
面
」
ま
た
は
「
下
半
分
打
ち
直
し
」
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修
理
は
五
面
、「
一
部
」
修
理
は
十
七
面
で
あ
っ
た
。
同
文
書
に
よ
れ
ば
、「
全
面
打
ち
直
し
」

と
は
、
障
壁
画
を
解
体
し
て
下
地
か
ら
取
り
外
し
、
湿
式
法
に
よ
っ
て
古
い
裏
打
ち
を
本
紙

か
ら
取
り
外
し
、
裏
打
ち
を
し
直
す
修
理
の
こ
と
で
あ
り
、
「
一
部
」
修
理
と
は
、
小
さ
な

損
傷
に
つ
い
て
、
将
来
そ
れ
が
拡
大
し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
解
体
せ
ず
に
表

面
か
ら
損
傷
部
の
み
を
修
理
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
半
面
」
ま
た
は
「
下
半
分
打
ち
直
し
」

に
つ
い
て
は
説
明
が
な
い
が
、
画
面
の
半
分
に
つ
い
て
「
全
面
打
ち
直
し
」
と
同
様
の
解
体

修
理
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
一
〇
〇
を
超
え
る
面
数
が
全
面
打
ち
直
し
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
修
理
期

間
は
わ
ず
か
三
ヶ
月
な
の
で
、
現
在
の
修
理
方
法
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。

　

次
に
「
※
注
」
と
し
て
、
顔
料
の
種
類
に
よ
っ
て
剥
離
の
様
態
も
異
な
る
こ
と
を
記
し
、

続
い
て
、
剥
落
止
の
ア
ク
リ
ル
樹
脂
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
土

壁
に
描
か
れ
た
法
隆
寺
壁
画
の
剥
落
止
め
の
た
め
に
開
発
さ
れ
た
ア
ク
リ
ル
樹
脂
は
大
変
硬

化
さ
せ
る
力
が
あ
る
が
、
二
条
城
障
壁
画
に
は
そ
れ
が
欠
点
と
な
り
、
二
条
城
の
よ
う
な
紙

本
障
壁
画
で
使
用
す
る
に
は
、
別
の
工
夫
が
必
要
で
、
顔
料
に
応
じ
て
薬
品
の
濃
度
や
種
類

を
判
断
す
る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
顔
料
の
上
か
ら
薬
品
を
か
け
て
も
剥
落
止
め
の
効
果

は
薄
く
、
か
つ
画
面
が
光
沢
を
帯
び
て
、
古
画
の
持
味
を
失
う
た
め
、
注
射
に
よ
る
施
工
を

続
け
て
い
る
と
述
べ
る
。
こ
の
顔
料
表
面
へ
の
樹
脂
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁

画
の
剥
落
止
め
開
発
時
か
ら
指
摘
さ
れ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
画
家
た
ち
か
ら
批
判
さ
れ

て
い
た
。
な
お
、
薬
品
に
つ
い
て
の
詳
細
を
記
さ
な
い
理
由
と
し
て
、
実
地
で
説
明
し
な
い

と
理
解
さ
れ
な
い
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
続
い
て
遠
侍
か
ら
順
に
部
屋
ご
と
の
損
傷
状
況
と
剥
落
止
め
の
状
況
に
加
え
過
去

の
補
筆
等
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
遠
侍
三
之
間
の
虎
の
一
部
に
噴
霧

器
を
使
用
し
て
吹
き
付
け
た
と
特
に
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
島
は

先
に
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
噴
霧
に
よ
る
施
工
は
行
わ
な
か
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　

本
報
告
書
に
は
、
肝
心
の
薬
品
の
種
類
や
使
用
法
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
が
大

変
残
念
で
あ
る
が
、
当
時
の
障
壁
画
の
損
傷
や
修
理
の
状
況
を
窺
う
こ
と
が
出
来
た
。
報
告

書
中
に
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
疎
開
に
つ
い
て
は
、
今
後
稿
を
改
め
て
紹
介
し
た
い
。

【
注
】

（
1
）　

宮
本
の
改
名
と
、
絵
専
を
卒
業
し
た
年
度
は
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
卒
業
生
名
簿
に
記 

　
　
　

載
さ
れ
て
い
る
旨
を
、
谷
井
俊
英
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
2
）　

樋
口
清
治
「
障
壁
画
の
合
成
樹
脂
に
よ
る
剥
落
止
め
処
置
の
問
題
点
」
（
『
保
存
科
学
』 

　
　
　

一
二
、
東
京
文
化
財
研
究
所
、
一
九
七
四
）
。
茂
木
曙
「
書
院
造
建
造
物
中
の
障
壁
画
に
対 

　
　
　

す
る
合
成
樹
脂
等
に
よ
る
剥
落
ど
め
処
置
歴
及
び
現
状
」
（
『
保
存
科
学
』
一
二
、
東
京
文 

　
　
　

化
財
研
究
所
、
一
九
七
四
）
。

（
3
）　

川
面
稜
一
（
一
九
一
四
～
二
〇
〇
五
）
は
、
昭
和
十
五
年
か
ら
法
隆
寺
金
堂
壁
画
模
写
事
業 

　
　
　

に
、
入
江
波
光
班
の
一
員
と
し
て
携
わ
っ
た
。
法
隆
寺
国
宝
保
存
委
員
会
編
『
国
宝
法
隆
寺 

　
　
　

金
堂
修
理
工
事
報
告
』
（
法
隆
寺
国
宝
保
存
工
事
報
告
書 

一
四
、
法
隆
寺
国
宝
保
存
委 

　
　
　

員
会
、
一
九
六
二
、
一
四
頁
）
。

（
4
）　

前
掲
注
（
3
）
『
国
宝
法
隆
寺
金
堂
修
理
工
事
報
告
』
一
二
頁
。
林
畝
乃
香
・
青
柳 

　
　
　

憲
昌
「
近
代
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
保
存
事
業
に
お
け
る
合
成
樹
脂
を
用
い
た
壁
画
硬
化 

　
　
　

処
理
の
経
緯
と
主
旨
」（
『
建
築
歴
史
・
意
匠
』
日
本
建
築
学
会
、
二
〇
二
〇
）
。
青
柳
憲
昌
『
日 

　
　
　

本
近
代
の
建
築
保
存
方
法
論 

:
 

法
隆
寺
昭
和
大
修
理
と
同
時
代
の
保
存
理
念
』
（
中
央
公　
　

 

　
　
　

論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九
）
。

（
5
）　

山
崎
一
雄
「
法
隆
寺
金
堂
壁
画
調
査
の
回
顧
」
（
『
古
文
化
財
の
化
学
』
三
〇
、
古
文
化
資 

　
　
　

料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
八
五
）
。

（
6
）　

樋
口
清
治
「
回
顧
：
日
本
に
お
け
る
文
化
財
修
理
へ
の
合
成
樹
脂
利
用
の
は
じ
ま
り
」（
『
国 

　
　
　

立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
』
三
六
、
二
〇
〇
三
）
。

（
7
）　

山
崎
前
掲
注
（
5
）
論
文
一
九
八
五
。

（
8
）　

桜
井
高
景
「
合
成
樹
脂
に
よ
る
顔
料
剥
落
防
止
処
置
に
関
す
る
二
三
の
問
題
、
主
と
し
て
処　
　
　
　

 

　
　
　

置
後
に
於
け
る
壁
画
お
よ
び
障
壁
画
の
経
年
変
化
に
就
て
」
（
『
古
文
化
財
之
化
学
』
二
、 

　
　
　

古
文
化
資
料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
五
一
、
一
〇
）
。

（
9
）　

山
崎
の
回
顧
で
は
、
調
査
会
委
員
の
洋
画
家
の
和
田
英
作
が
強
硬
に
反
対
し
た
と
あ
り
、
樋 

　
　
　

口
の
回
顧
で
は
、
模
写
制
作
者
の
一
人
で
あ
る
入
江
波
光
が
と
く
に
反
対
し
た
と
い
う
。
山 

　
　
　

崎
前
掲
注
（
5
）
論
文
一
九
八
五
、
樋
口
前
掲
注
（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
10
）　

元
離
宮
二
条
城
事
務
所
所
蔵
『
工
事
日
誌
（
昭
和
十
九
年
・
二
十
年
）
』
。

（
11
）　

な
お
、
樋
口
は
、
昭
和
二
十
一
年
に
、
桜
井
と
入
江
が
、
そ
れ
ぞ
れ
合
成
樹
脂
と
沈
糊
を
用 
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い
て
剥
落
止
め
の
立
ち
合
い
実
験
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
入
江
が
「
樹
脂
は
い
い
も
の
だ
と
認 

　
　
　

識
を
変
え
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
が
、
こ
の
年
代
が
記
憶
違
い
で
あ
る
の
か
、
入
江
が
二
条 

　
　
　

城
で
の
試
験
施
工
に
つ
い
て
は
容
認
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
樋
口
前
掲
注
（
6
） 

　
　
　

論
文
二
〇
〇
三
。

（
12
）　

桜
井
前
掲
注
（
8
）
論
文
一
九
五
一
、
一
〇
。

（
13
）　

樋
口
前
掲
注
（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
14
）　

樋
口
・
茂
木
前
掲
注
（
2
）
論
文
一
九
七
四
。

（
15
）　

山
崎
一
雄
「
法
隆
寺
金
堂
壁
画
調
査
の
回
顧
・
続
」
（
『
古
文
化
財
の
化
学
』
三
一
、
古
文 

　
　
　

化
資
料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
八
六
）
。
林
・
青
柳
前
掲
注
（
4
）
論
文
二
〇
二
〇
。

（
16
）　

樋
口
前
掲
注
（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
17
）　

桜
井
高
景
「
合
成
樹
脂
に
よ
る
文
化
財
の
保
存
に
就
て
」
（
『
古
文
化
財
之
化
学
』
一
、　

古 

　
　
　

文
化
資
料
自
然
科
學
研
究
會
、
一
九
五
一
、
一
）
で
は
、
「
西
本
願
寺
智
積
院
所
蔵
の
桃
山 

　
　
　

式
盛
り
上
げ
彩
色
の
花
鳥
図
」
の
剥
落
止
め
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
接
着
が
困
難
だ
っ
た
た 

　
　
　

め
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
18
）　

岩
崎
友
吉
・
中
里
寿
克
「
建
造
物
の
修
復
に
お
け
る
合
成
樹
脂
処
置
一
覧
」
（
『
保
存
科
学
』 

　
　
　

一
三
、
一
九
七
四
）
。

（
19
）　

Ｐ
Ｖ
Ａ
は
水
溶
性
な
の
で
耐
久
性
が
な
い
と
判
断
し
、
Ｐ
Ｖ
Ａ
乾
燥
後
に
ア
ク
リ
ル
樹
脂 

　
　
　

を
噴
霧
す
る
手
法
を
進
め
た
と
い
う
。
樋
口
前
掲
注
（
2
）
論
文
一
九
七
四
、
樋
口
前
掲
注 

　
　
　

（
6
）
論
文
二
〇
〇
三
。

（
20
）　

川
野
邊
渉
「
文
化
財
修
復
と
高
分
子
」（
『
高
分
子
』
五
六
―
八
、
二
〇
〇
七
、
八
、
五
八
九
頁
。

（

21
）　

岡
岩
太
郎
「
装
演
に
お
け
る
合
成
樹
脂
」
（
『
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告 

　
　
　

三
六
、
二
〇
〇
三
）
。
早
川
典
子
「
絵
画
修
復
の
化
学
」
（
『
オ
レ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
』
一
八
― 

　
　
　

一
〇
、
二
〇
一
八
）
。

（
22
）　

早
川
前
掲
注
（
21
）
論
文
二
〇
一
八
。

（
23
）　

本
資
料
で
は
、
入
江
の
後
を
受
け
て
昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
当
時
、
金
島
桂
華
が 

　
　
　

顧
問
を
務
め
て
い
た
よ
う
に
読
め
る
が
、
二
条
城
内
所
蔵
の
別
資
料
で
は
、
金
島
桂
華
と 

　
　
　

入
江
波
光
が
同
時
に
顧
問
を
務
め
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
24
）　

本
修
理
の
日
誌
が
、
株
式
会
社
岡
墨
光
堂
に
遺
さ
れ
て
お
り
、
同
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上 

　
　
　

で
公
開
さ
れ
て
い
る
（
「
Ｗ
ｅ
ｂ
修
復
」
二
〇
二
〇
年
九
月
号
か
ら
同
年
十
二
月
号
。
）
日 

　
　
　

誌
に
数
度
登
場
す
る
「
大
島
氏
」
は
大
島
新
太
郎
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
o
k
k
o
d
o
.
c
o
.
j
p
/
w
e
b

（
25
）　

岡
墨
光
堂
の
日
誌
十
二
頁
目
に
「
菊
ノ
間
（
菊
ノ
図
）　

画
の
具
ア
マ
ク
、
芝
垣
と
菊
の
一 

　
　
　

部
ゴ
フ
ン
落
チ
ル　

大
島
氏
に
注
射
依
頼
、
所
ゝ
糊
に
て
お
さ
へ
る
」
と
あ
り
、
大
島
が　
　

 

　
　
　

修
理
作
業
中
に
注
射
に
よ
り
剥
落
止
め
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。 

　
　
　

「
Ｗ
ｅ
ｂ
修
復
」
二
〇
二
〇
年
十
月
号

　
　
　

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
o
k
k
o
d
o
.
c
o
.
j
p
/
w
e
b
/
2
0
1
0
_
v
o
l
5
.
h
t
m
l
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